
超小型モビリティの活用 

 

○ 概要 

（二人乗りＥＶ ＮＴＮ） 

 ＮＴＮ株式会社から貸与いただく５台の超小型モビリティを活用し、伊勢市内等にお

いて協議会参画者等による超小型モビリティの実証事業を計画しています。 

 まずは、公用車での活用や協議会メンバー自ら使用することから始め、次の段階とし

て観光ルートでの活用の検討を予定しています。 

 超小型モビリティの走行に必要な「超小型モビリティの認定」については、車両を保

有しインホイールモーターシステムを開発したＮＴＮ株式会社、車両を製作した株式会

社タジマモーターコーポレーションの協力を得て、三重県が中部運輸局から認定を受け

ます。 

（一人乗りＥＶ コムス） 

 伊勢市レジ袋検討会からの寄付金を活用し、国庫補助（１／２）も受けてコムス４台

を協議会で購入しました。 

 まずは、伊勢市観光協会の業務用として活用を進め、次に観光ルートでの活用を検討

していきます。 

 

○ 運行エリア（二人乗りＥＶ ＮＴＮの場合） 

 伊勢市全域、玉城町全域、明和町全域、度会町の一部地域、松阪市の一部地域、津市の一

部地域、（桑名市全域） 

 （別添の地図参照） 

 

○ 運行予定 

（二人乗りＥＶ ＮＴＮの主な使用予定） 

１号車 伊勢市役所 平成 25年 10月から１年 

２号者 伊勢商工会議所 平成 25年 10月から 6か月 

３号車 伊勢市観光協会 平成 25年 10月から 6か月 

4号車 伊勢旅館組合（伊勢戸田家） 平成 25年 10月から 3か月 

    （その後、伊勢安土桃山文化村ほか） 

５号車 三重県バス協会（三重交通伊勢営業所） 平成 25年 10月から 3か月 

    （その後 ヤマト運輸株式会社ほか） 

（一人乗りＥＶ コムスの主な使用予定） 

伊勢市駅前手荷物預所 

外宮前観光案内所 

内宮前観光案内所 

 

資料 ３ 



（段階的な運行） 

第１段階（～年内） 

・各車両使用者において日常業務等に使用 

・各車両使用者において、社内・団体内で展示会・試乗会 

・観光モデルコース等での試乗会（協議会メンバーを中心として） 

・市民や観光者向けの展示会や乗車体験会（後部座席等） 

（伊勢市環境フェア、伊勢楽市等） 

第２段階（平成 26年～） 

・市民や観光者を対象とした、観光モデルコースを走る試乗体験会（ドライバー） 

                     （安全な運行方法の検討が必要） 

・超小型モビリティのカーシェアリングの検討（管理運営組織が必要）  

 

 

 

 

 

○ 安全対策（二人乗りＥＶ ＮＴＮの場合） 

（必須要件） 

・認定条件、保安上・公害防止上の制限の遵守、道路運送車両法・道路交通法等の厳守 

・事故時には遅滞なく通報、使用者に対する超小型モビリティ認定の趣旨について周知 

（車両管理、安全運行体制） 

・車両ごとに管理責任者を設置（鍵管理、車両の保管管理、日常点検管理など） 

・運転者は必ず事前に安全運転講習を受講する 

・安全運転講習や運転前確認の徹底、運行記録の管理 

・事故時等遅滞なく通報すること（緊急連絡体制整備） 

 

 

 

 

 

 

○ 保険等 

（二人乗りＥＶ ＮＴＮ） 

ＮＴＮ株式会社により任意保険に加入し、定期点検を実施。 

（一人乗りＥＶ コムス） 

協議会で任意保険に加入。 

 

 

超小型モビリティの活用検討会 

（ＮＴＮ５台、コムス４台） 

超小型モビリティ安全管理・使用説明資料の整備 

教育体制の整備 

（伊勢市及び三重県に教育責任者を置き、ＮＴＮ及びタジマコ

ーポレーションの協力を得て安全運転講習を実施） 



 

○ 貸与式等 

（二人乗りＥＶ ＮＴＮ） 

・ＮＴＮ株式会社から、協議会及び伊勢市への貸与式（平成 25年 9月 30日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

・外宮前三角広場での展示 

  本日 16時頃より、１号車（伊勢市役所）と３号車（伊勢市観光協会）をお披露目 

 

（一人乗りＥＶ コムス） 

  ・伊勢市レジ袋検討会から、協議会への贈呈式（近日中に開催予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 展示等の予定 

・伊勢市環境フェア（10月 13日(日)10時から 15時 県営サンアリーナ） 

 （安全運転講習・試乗会を予定） 

・伊勢楽市（11月 9日、10日 外宮前三角広場周辺） 

・みえ環境フェア 2013（12月 1日(日)10時からメッセウイング・みえ（津市）） 

・お伊勢さんマラソン 2013 の伴走車（12月 8日） 

 

  



別添  運行地域（１）－１ 

 

① 伊勢市全域 

② 明和町全域 

③ 玉城町全域 

④ 度会町の一部地域（度会町内の県道玉城南勢線及び県道大宮線の大野

木交差点から伊勢方面） 

 

 

伊勢市 

玉城町 

明和町 

度会町の一部 

松阪市の一部 



運行地域（１）－２ 

⑤ 松阪市内の一部地域（国道 23 号線小津交差点以北で津市内までの間

（中勢バイパスを除く）、国道 42 号線の宮町交差点から小津交差点及

び県道鳥羽松阪線） 

 

明和町 

玉城町 
伊勢市 

津市 

小津交差点 

宮町交差点 



 

運行地域（１）－３ 

⑥ 津市の一部地域 

 

津市の一部地域 

松阪市の一部地域 小津交差点 



別添  伊勢市内観光ルート 

 



 



 

 

 


